
見積書への押印省略について 

 

 契約手続きにおける事業者の負担軽減及び利便性向上並びにデジタル化の推進などの観点

から、当町に提出される見積書について、氏名印や代表者印の押印を省略できるようになり

ます。  

１．押印を省略できる書類 

・見積書 

 ※今まで同様、押印した見積書の提出も可能です。 

 

２．見積書の提出方法 

 ・持参、郵送のほか、ＦＡＸ、電子メールによる提出も可能です。 

 ・真正性を担保するため、見積書に、担当者の氏名及び連絡先（電話番号）を必ず記載す

るようにしてください。 

 ・電子メールの場合、ＰＤＦ形式にした見積書をメールに添付してください。 

 ・押印を省略した見積書に訂正箇所がある場合は、差し替えでの対応となります。 

 

３．適用日 

 ・令和７年３月１日以降に提出いただく見積書から対象となります。 

 

 

 

 ご不明な点は、見積書の提出先部署までお問い合わせください。 


